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    ◎開会 

○中里委員長 それでは時間になりましたので、ただいまより平成26年大口町教育委員会臨時会

議を開催いたします。 

 本日の傍聴人はおりません。 

（午前 ９時３０分）  

 

    ◎日程第１ 委員長報告 

○中里委員長 では、報告から入ります。 

 先月行われました南小学校の学校訪問の件についてですが、午前中は１年生から６年生まで

のさまざまな授業について参観させていただきました。とにかく明るくきれいな教室で、非常

に機能的な教室の中で、子供たちは生き生きと勉強をしている姿がうかがわれました。 

 また、午後の研究授業につきましても、国語の授業で段落を分けるという非常に正解が見え

ないような授業を展開していただきまして、子供たちの意見をどうまとめていくのかという非

常に大きな課題を私も見ることができまして、有意義な研究授業でありました。その後の研究

授業のさまざまな教師による意見交換会も、皆様から非常にたくさんの意見が寄せられまして、

こういう意見交換会で教師の質がどんどん上がるのだという実感を持った次第でございます。 

 以上で報告を終わります。 

 

    ◎日程第２ 教育長報告 

○中里委員長 では、教育長。 

○長屋教育長 先般からのことで、皆さんに御報告します。 

 １つは、まず今、台風８号が九州地方を襲っている状態で、どうも日本列島を縦断する可能

性があるということで、大口町につきましても11日の給食を今心配しております。きょう、近

隣市町の様子はどうかということを聞きますと、11日は中止をしたということですが、大口町

はあすの10時の時点で中止か続けるかという判断をしていきたいと思います。 

 保護者の方は、なるべくやってほしいという気持ちが強いだろうと思いますし、それから連

絡がおくれると弁当の準備が間に合わないとお叱りを受けることがありまして、なかなか判断

をするのに苦慮するわけですけれども、なるべく給食が無駄なく実施できるような方向の一番

ぎりぎりのところが私たちはあすの10時だと判断をして進めていきたいと思いますので、御了

承をお願いいたします。 

 それから、先般の会議以降ですけれども、小・中学校から大きな事件とか事故等は聞いてお

りません。先週の土曜日には、西尾張地区の陸上競技大会がありまして、大口中学校の男子は
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総合で２位だという報告を受けましたし、それから12名の生徒が県大会に出場するという頑張

りを見せてくれたという報告を聞きました。 

 それからもう１件でありますが、先般６月末でありますが、私、それから部長、図書館長等

で、町長と図書館の建設についての意見交換をしました。結論はなかなか出てこないわけです

けれども、方向としては、中央公民館健康文化センター、プールのあるあたりのところで幾つ

かの案を持って、この近辺のところが図書館建設には一番望ましいのではないかというような

ところまで話し合いをすることができました。以上です。 

○中里委員長 ありがとうございました。 

 

    ◎日程第３ 議事録署名者の指名 

○中里委員長 ３番、議事録署名者の指名としては、私中里と水谷委員でお願いいたします。 

 

    ◎日程第４ 議 題 

      議案第14号 平成27年度使用小中学校用教科用図書の採択について 

○中里委員長 ４の議題、議案第14号 平成27年度使用小中学校用教科用図書の採択について、

事務局のほうからお願いいたします。 

○佐橋学校教育課長補佐 では、議題を説明させていただきます。 

 議案第14号 平成27年度使用小中学校用教科用図書の採択について。 

 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律第13条及び第14条の規定に基づき、大

口町教育委員会の採択を求める。平成26年７月９日提出、大口町教育委員会教育長。 

 提案理由、この案を提出するのは、上記の法律第13条及び第14条の規定に基づき、平成27年

度に使用する小中学校用教科用図書を採択する必要があるからである。 

 本日、お配りをさせていただいております写しというＡ４の紙があると思いますが、そちら

を資料としてつけさせていただいております。 

 本日、午前中に、丹葉地方事務協議会の臨時会が開かれまして、平成27年度使用小中学校用

教科用図書の採択について承認がされました。その承認を受けまして、丹葉事務協の会長の丹

羽礼子様から、大口町教育委員会教育長宛てに文書が送付されてきましたので添付させていた

だいております。 

 なお、今回の教科書につきましては、小学校の教科書が全面改訂ということになります。前

回の改訂が、平成22年にされておりまして、平成23年度から使用をしているものになります。 

 なお、中学校につきましては、全面改訂が平成23年度に行われておりまして、平成24年から

使われておりますので、来年度全面改訂の予定になりますので、今回御承認いただくのは、小
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学校につきましては全面改訂の教科用図書、中学校につきましては昨年度使用している教科書

という形になりますので、よろしくお願いいたします。 

 なお、全面改訂の詳細な説明につきましては、指導主事のほうから説明をお願いしたいと思

いますので、よろしくお願いします。 

 （全面改訂について説明及び質疑あり） 

ここにいる教育委員、教育長、全てが今回のこの教科書採択を承認するという形でよろしく

お願いいたします。 

 指導主事からは、何か。 

○伊藤学校教育課主幹兼派遣指導主事 いいえ、ありません。 

○中里委員長 つけ足し等、説明等ありますでしょうか。 

（挙手する者なし） 

○中里委員長 それでは、議案第14号 平成27年度使用小中学校用教科用図書の採択については

承認されました。 

 

    ◎日程第５ その他 

○中里委員長 次に５．その他に関してですが、何か連絡事項。 

○佐橋学校教育課長補佐 １点確認事項ですが、今週の金曜日ですけれども、御案内をさせてい

ただいておりまして、愛知県の市町村教育委員会連合会の第48回定期総会及び研修会が、小牧

市のまなび創造館あさひホールで行われますので、車を事務局で御用意させていただいており

ますので、当日１時15分にこちらのほうを出発したいと思いますので、お時間までにお越しい

ただくようにお願いいたします。 

○杉本生涯教育部長兼学校教育課長 その件に関して、けさ、非公式ですが話がございまして、

台風８号の関係で中止、もしくは開催、いずれかの連絡が来るということです。延期というの

はどうもないようでございますので、県の方から私どもに連絡が来次第、連絡差し上げて、行

います、中止になりました、２つに１つ返事をさせていただきますので、よろしくお願いした

いと思います。きょうじゅうに連絡が来ることになっています。 

（「中止のときだけお伝えしてもらえれば」と呼ぶ者あり） 

○杉本生涯教育部長兼学校教育課長 それでは、連絡がなかったときは決行するということで御

理解いただきたいと思います。 

○中里委員長 例えば、きょう開催するということで、あした状況が変わって、中止ですという

ふうなことはもうないというふうに考えていいんですか。 

○杉本生涯教育部長兼学校教育課長 愛知県下ですので、それをやっちゃうと大変なことになる
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と思いますので、もう中止なら中止という答えが出てくると思います。 

○中里委員長 わかりました。 

 じゃあ、皆さん、きょう御連絡があるということでよろしくお願いいたします。 

 ほかに、その他の。 

○伊藤学校教育課主幹兼派遣指導主事 今、採択していただいたんですけれども、中学校のこと

をちょっと説明しておりませんでしたので、もう一度説明させてください。 

 中学校用教科用図書につきましては、無償措置法第14条により、本年度は昨年度と同一の教

科書を採択しなければならないことになっておりますので、平成27年度の中学校の教科用図書

につきましては、裏に印刷してありますけれども、別紙２のとおり、本年度と同様のものを使

用していただくことになりますので、よろしく御承認のほうお願いしたいと思います。 

○中里委員長 これは法律で決まっているということですね。 

○伊藤学校教育課主幹兼派遣指導主事 そうですね。 

 来年また教科書採択がありますので、お願いします。 

○中里委員長 これは何年に１回でしたか。 

○長屋教育長 ４年です。 

○中里委員長 それは小学校も中学校も同じということですね。 

○長屋教育長 一緒です。 

○中里委員長 これからも、小学校が先で、その後中学校という順番でずうっといくということ

で。 

○長屋教育長 そうです。 

 それと、その後の手続だけ、どうやってやっていくか。 

○伊藤学校教育課主幹兼派遣指導主事 手続につきましては、今採択をいただきましたので、こ

の後学校のほうに通知をいたします。もう１つは、丹葉地方事務協議会のほうに、大口町教育

委員会で採択したということを御報告させていただきますので、よろしくお願いいたします。 

○中里委員長 ありがとうございました。 

 ほかにありますか。 

（挙手する者なし） 

○中里委員長 それでは、ほかにはないようですので、これをもちまして、平成26年大口町教育

委員会７月臨時会議を終了いたします。ありがとうございました。 

（午後 ２時２８分）  
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